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第三次須坂市環境基本計画 概要版

第三次須坂市環境基本計画
2021 2030年

概要版

このパンフレットについて

須坂市の環境を良くするための環境基本計画の改定を行いました。このパンフレットは
新たな計画の概要版です。本市に関わる全ての人が連携し、よりよい環境づくりのために
取り組みを行いましょう。

表紙：五味池破風高原自然園からの景観
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環境基本計画は本市の環境をより良くしていくため、市民・事業者・行政がそれぞれ何に

取り組むべきかを示したものです。 

環境基本計画で設定した「めざすべき環境像」を実現するため、全ての人々が連携し、そ

れぞれの立場で取り組みを行い、共に創りあげていくことで、自然と人が共存・共栄し、健

康で豊かな生活ができる社会の実現を目指すとともに、良好な環境を次世代に引き継ぐこと

を目的としています。 

 

 

 

本市は山地の多くが上信越高原国立公園に指定され、五味池破風高原自然園、米子大瀑布

や峰の原高原など優れた自然景観を有しています。また、市街地も桜の名所である臥竜公園

や歴史あふれる蔵の町並みを有するなど豊かな環境に恵まれています。これらの資産を次世

代に継承していくためには、環境への負荷が少ない持続的な社会を築いていく必要がありま

す。 

 

 

本計画の期間は 

 

2021 年度から 2030 年度の 10 年間 

 

とします。（本計画の中間年となる 2025 年に取組みの達成状況を確認し、必要に応じて

修正を行います。） 

本計画における取り組みを行う主体は、本市に関係する市民・事業者・行政のすべての人

です。持続可能な社会を築くためには、それぞれの立場で取り組みを行うとともに連携や共

創をしていくことが重要です。 

環境基本計画とその目的 

めざすべき環境の姿 

豊かな森・里・川を誇りに、しあわせ感じる環境都市 須坂へ 

～環境資産を共創により、磨き、高め、次世代に継承する～ 

計画の期間とその主体 
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基本目標 

施策体系 
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2．生物多様性の保全 施策内容（一部抜粋） 

目標値 

本市は高地にしか生息しない希少な

高山蝶や高山植物が生息するなど貴重

な自然資源を有しています。 

近年、山里を中心に本市でも遊休農地

等の増加を背景に鳥獣被害が深刻化し、

生物多様性が損なわれつつある一つの

シグナルと考えられます。そのため生物

多様性の保全と自然環境の向上に取り

組みます 

環境に配慮した農林業の推進 

・遊休農地の解消 

・鳥獣被害防止対策事業の推進 

・グリーンツーリズム体験プログラム

の実施 

希少な生きものの保全 

・高山蝶保護パトロールの実施 

・高山蝶の自然観察会の開催 

特定外来生物（外来種）対策の推進 

・特定外来生物（アレチウリ等）の駆

除 

1．地球温暖化の防止 施策内容（一部抜粋） 

地球全体の喫緊の課題である地球温

暖化防止のため、須坂市全体の温室効果

ガス排出量削減目標を明確化し、取り組

みを進めます。昨今、従来の温室効果ガ

スの発生を抑制する「緩和策」に加え、

既に起こりつつある影響に対して、自然

や人間社会のあり方を調整する「適応

策」も重要となっています。 

目標値 

地球温暖化防止活動の実施 

・気候変動適応策の推進 

省エネルギーの推進 

・COOL CHOICE（クールチョイス）

の普及啓発 

地域資源を活用した再生可能エネ

ルギーの推進 

・太陽光発電システム・太陽熱利用シ

ステムの導入支援 

運輸部門の温室効果ガスの削減 

・エコドライブの普及啓発、浸透 
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3．ごみの削減・資源の循環 施策内容（一部抜粋） 

目標値 

本市では年間 10,968 トン（2019

年度）の一般廃棄物が排出されており、

市ではこれらのごみを収集し、再生で

きるものは再生、再生が難しいものは

処理をし、最終的には埋め立て処分を

行っていますが、これら事業には多額

の費用がかかっています。 

そこで、ごみの資源化を推進し一層

のごみの減量をめざすととともに、限

りある資源を有効に使うための取り組

みを進めます。 

ごみの減量化・資源化の推進 

・ごみ排出量の削減 

・ごみ分別の推進 

不法投棄の根絶 

・不法投棄に関するチラシ、市報等を

用いた広報活動の実施 

・不法投棄防止看板を作成・配布・設

置 

4．安全・安心・快適なまち 施策内容（一部抜粋） 

目標値 

本計画で扱う環境の分野は幅が広く、

水、大気、騒音・振動等の公害、公園・

緑化といったまちの基盤から、歴史・文

化的なものまで、様々な項目が含まれま

す。 

ここでは、私たちのまわりを取り巻く

様々な生活環境について、「安全・安心・

快適」という視点からの取り組みを推進

します。 

大気・水環境の保全 

・主要河川の水質調査の継続実施 

 ・大気環境の把握と監視、公表、指導 

生活環境の保全 

・騒音・振動・悪臭等の改善指導、改

善要望 

良好な景観形成の推進 

・花と緑のまちづくり事業の推進 

・文化財・まちのお宝（魅力）まるご

と電子ブックの拡充 
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5．環境を学び・行動 施策内容（一部抜粋） 

環境をより良いかたちで未来へ引き

継いでいくためには、市民一人ひとりが

環境の現状と課題を知り、身近なところ

から取り組んでいくことが必要です。本

市では市民とともにエコ探検隊や水生

生物観察会などの学習の機会を作り、今

後も引き続き学校教育や生涯学習等を

通じて提供していきます。また、今日の

環境問題は多様化・複雑化・広域化して

おり、そのため身近な環境に関する問題

を知り、学習することから取り組みを行

っていきます。 

地域における環境学習の推進と協力 

・臥竜山たんけん（自然観察会）の実

施 

・「エコ探検隊」の実施 

・環境衛生推進協議会への支援 

・市内一斉清掃等の実施 

学校教育における環境学習の推進と

協力 

・農業による自然体験活動、地域の大

人との交流を通じた子どもたちの

健全育成 

①行政 

 市役所の環境マネジメントシステムを推

進します。 

 本計画の策定及び取り組みを推進します。 

②環境審議会（公募による市民代表や各種団体及び

有識者により構成） 

 計画の策定見直し等に関する事項につい

て調査審議提案を行います。 

 本計画の実施状況の評価、提言、行動計画

の実施状況のチェック、課題点等の意見集

約を行います。 

③市民・事業者 

 本計画の策定見直しに参加提案します。 

 市の取り組みに参加提案します。 

計画の推進 
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市民・事業者の役割と行動（抜粋）～私達にできること～ 

１．地球温暖化の防止 

・地球温暖化の現状やできる取り組みに

ついて知る 

・ハザードマップを知り災害に備える 

・家庭の省エネルギーを推進する 

・再生可能エネルギーを導入する 

・公共交通機関や自転車を利用する 

・自動車の買い替えは次世代自動車を検

討する 

２．生物多様性の保全 

・地元農産物を積極的に利用する 

・地元産の木材や林産物を利用する 

・市内の生きもの、希少な生きものにつ

いて知る 

・特定外来生物を駆除する 

・環境に影響を与える外来生物を 入れな

い・捨てない・広げない 

３．ごみの削減・資源の循環 

・ごみの資源化について知り、実践する 

・ごみを分別し、決められた出し方を守

る 

・自分に合った方法で生ごみをたい肥化

する 

・不法投棄を許さない環境づくりをする 

・産業廃棄物、一般廃棄物の品目、処分

方法について知る 

・産業廃棄物の適切な処理をする 

４．安心・安全・快適なまち 

・地下水の保全に努め、汚さない 

・河川にごみや油を流さない 

・公共下水道に接続する 

・騒音・振動・悪臭を発生させないよう

努める 

・歴史的な町並みを維持保存する 

・環境基準や関係法令を遵守する 

５．環境を学び・行動 

・環境にかかわる学習や活動に参加する 

・学校での環境教育に協力する 

・地域における取り組みへ参加する 

・事業所における取り組みを周知する 

・従業員の意識の向上を図る 

 


